
令和７年９月の消費生活相談受付状況（速報）（検索日：令和７年10月16日） 
 
 
 
 

１　概況 

9月の相談件数は692件で、前月と比べると117件（20.35%）の増加となっていま

す。また前年同月と比べると23件（3.44%）の増加となっています。​ ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

【商品・役務別相談】 

　賃貸アパート退去時の原状回復費用の負

担に関することなどの「集合住宅」の相談

が85件で、相談全体の12.28%を占め、前月

と比べて19件（28.79%）の増加となってい

ます。 

　次に、美容液やファンデーションに関す

る「化粧品」の相談が63件で、相談全体の

9.10%を占め、前月と比べて24件（61.54%

）の増加となっています。お試しのつもり

で商品を注文したところ、定期購入が条件

になっていたなどの相談が寄せられていま

す。 

　次に、商品・役務が特定されない契約や

解約に関することなどの「商品一般」の相

談が52件で、相談全体の7.51%を占め、前

月と比べて8件（18.18%）の増加となって

います。注文した覚えのない商品が届いた

などの相談が寄せられています。 

　次に、「健康食品」の相談が36件で、相

談全体の5.20%を占め、前月と比べて16件

（80.00%）の増加となっています。「化粧

品」の相談と同様に、お試しのつもりで商品を注文したところ、定期購入が条件になっ

ていたなどの相談が寄せられています。 

　次に、廃品回収サービスや副業等に関する「役務その他」の相談が30件で、相談全体

の4.34%を占め、前月と比べて5件（20.00%）の増加となっています。​  
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　【商品・役務別相談上位５品目（９月）】 

順

位 

前

月 
商品・役務名 

件

数 

1 → 集合住宅 85 

2 ↗ 化粧品 63 

3 ↘ 商品一般 52 

4 ↗ 健康食品 36 

5 ↘ 役務その他 30 



【相談件数が増加した商品役務】 

　直近で相談件数が増加した商品役務とその相談概要をご紹介します。 

●化粧クリーム（8月9件 → 9月16件） 

 

　＜相談概要＞（50代　女性） 

　 スマートフォンでインターネットを閲覧中、「化粧クリームが500円でお試しでき

る」という広告が表示された。以前、不本意な定期購入をしてしまった反省から、広

告の内容や注文内容の確認画面をよく確認し、定期購入に関する記載が見当たらな

かったため1回限りの購入と判断し、支払い方法はコンビニ後払いを選択して注文し

た。後日、1回目の商品が届いたが留守にしていたためまだ受け取れていない。しか

し先日、2回目の商品となる化粧クリームなどのセット品が届き、9,000円の支払用紙

が同封されていた。納品書を確認したところ、この化粧品セットは毎月発送される定

期購入の商品だとはじめて分かった。そのため、販売会社にすぐに電話をかけたが回

線が混んでいてつながらない。無料メッセージアプリでも解約のメッセージを送信し

たが返信はまだ届いていない。販売会社とは別の代金請求会社より支払を求めるメー

ルが何度か届いている。2回目に届いた商品を返送し、代金の支払をせずに済ませる

ためにはどうしたらよいか。 

 

　＜助言内容等＞ 

　　引き続き無料メッセージアプリにて、広告や注文内容確認画面に定期購入であるこ

とが表示されていなかったため1回限りの購入であると思い申込んだこと、そのため 

　2回目以降の代金の支払をする意思がないことを伝え、既に届いた2回目商品の引取り

を申出るよう助言した。また今後通販サイトを利用する際には広告内容や申込内容確

認画面をスクリーンショットなどで保存するよう助言した。引き続き状況に応じた助

言ができる旨を伝えたが、その後相談がなかったため相談を終了した。 

 

２　相談件数の推移及び区別内訳 


